
第９４回経営協議会議事要旨

日 時： 令和２年３月１８日（水） １３：３０～１５：０４

場 所： 山口大学事務局１号館４階 特別大会議室，山口大学東京事務所

出席者： 岡，古賀，田中，小坂，福田，堀，根ヶ山，三浦，鍋山， 

安達，今村，岩田，梅本，鎌田，下村，末永，竹下，七村，原山 

欠席者： 白井，杉野，齋藤，桜井，弘中 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ： 土谷，三石 

議 題：

議事に先立ち，学長及び古賀理事から，新型コロナウイルスに係る本学の対応について，説明が

あった。

Ⅰ．議事要旨の確認

学長から第９３回経営協議会の議事要旨の確認があり，原案のとおり承認された。

Ⅱ．協議事項

１．経営協議会の学外委員からいただいた意見等に対する取組状況について

    学長から，経営協議会の学外委員からいただいた意見等に対する取組状況について，協議資料

１－１及び１－２に基づき説明があり，協議の結果，了承され，Web ページ上に掲載することと

なった。 

Ⅲ．審議事項

１．令和２年度年度計画について

    古賀理事から，令和２年度年度計画について，審議資料１に基づき説明があり，審議の結果，

了承され，役員会に付議することとなった。 

２．2019 年度山口大学基金支援事業報告及び 2020 年度支援事業等について

    古賀理事から，2019 年度山口大学基金支援事業報告及び 2020 年度支援事業等について，審議

資料２に基づき説明があり，審議の結果，了承された。

    なお，2020 年度支援事業のうち国際交流支援事業については，新型コロナウイルス感染症感

染拡大の状況により，今後変更の可能性がある旨説明があった。

３．役員退職手当の支給について

    田中理事から，役員退職手当の支給について，審議資料３に基づき説明があり，審議の結果，

了承され，役員会に付議することとなった。

４．人事給与マネジメント改革について 

田中理事から，人事給与マネジメント改革について，審議資料４に基づき説明があり，審議の

結果，了承され，役員会に付議することとなった。 

 （主な意見及び質疑応答は次のとおり ○は学外委員，◇は学内委員） 

○この制度を取り入れる目的は，教員個々の成長並びに大学全体の教育研究力の強化及び発展

であるため，評価結果を被評価者に適切にフィードバックすることで，納得感を得られる制度

にすることが大切である。 

◇その通りである。今後，評価者である部局長に，その旨を十分に説明する予定である。 

○学部によって特色があるため，一律に評価をすることは難しいのではないか。 

◇大学全体の方向性を示すために評価項目は全学で統一したが，各分野の教育研究の特色を考

慮して，評価項目細目及び評価の重み付け等は部局で決定した。その結果，部局の特色を活か

しつつ，大学全体が目指す方向に合致した業績評価制度を構築することができた。今後も，部



局と議論を交わしながら，この制度を運営する予定である。 

○実施要項で評価者は必要に応じて被評価者と面談を行うとあるが，面談は行う必要があるの

か。

◇面談は必須とはしていないが，特に低い評価を受けた者は，面談によるフォローアップを行

い，当該者の意欲を向上させることが必要であるため，面談を実施して欲しい旨，部局長に要

請している。

５．就業規則の制定及び一部改正について 

    田中理事から，就業規則の制定及び一部改正について，審議資料５に基づき説明があり，審議

の結果，了承され，役員会に付議することとなった。

６．令和２年度当初予算編成（案）について 

    小坂理事から，令和２年度当初予算編成（案）について，審議資料６－１及び６－２に基づき

説明があり，審議の結果，了承され，役員会に付議することとなった。

７．高等教育の修学支援新制度及び国立大学法人山口大学における授業料，検定料及び入学料に関

する規則の改正について

    福田理事から，高等教育の修学支援新制度及び国立大学法人山口大学における授業料，検定料

及び入学料に関する規則の改正について，審議資料７－１及び７－２に基づき説明があり，審議

の結果，了承され，役員会に付議することとなった。 

８．国立大学法人山口大学入学料免除及び徴収猶予取扱規則の改正について

    福田理事から，国立大学法人山口大学入学料免除及び徴収猶予取扱規則の改正について，審議

資料８に基づき説明があり，審議の結果，了承され，役員会に付議することとなった。

９．国立大学法人山口大学授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除取扱規則の改正について

 福田理事から，国立大学法人山口大学授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除取扱規則の改

正について，審議資料９に基づき説明があり，審議の結果，了承され，役員会に付議することと

なった。

Ⅳ．報告事項

１．理学部の学科改組について

   古賀理事から，理学部の学科改組について，報告資料１に基づき報告があり，役員会に付議す

ることとなった。

２．山口大学基金寄附状況について 

   古賀理事から，山口大学基金寄附状況について，報告資料２に基づき報告があった。

＜ 参考資料 ＞

 第９３回経営協議会議事要旨（案）

＜ 協議資料 ＞

１－１ 経営協議会学外委員からのご意見に対する取組状況（経営協議会） 

１－２ 経営協議会学外委員からのご意見に対する取組状況（経営協議会分科会） 

＜ 審議資料 ＞

１   令和２年度年度計画について 

２   2019 年度山口大学基金支援事業報告及び 2020 年度支援事業等について  

３   （机上配付）役員退職手当の支給について 



４   人事給与マネジメント改革について  

５   就業規則の制定及び一部改正について 

６－１ 令和２年度当初予算編成（案）について 

６－２ 令和２年度当初予算収支総表 

７－１ 高等教育の就学支援新制度について 

７－２ 国立大学法人山口大学における授業料，検定料及び入学料に関する規則の改正について 

８   国立大学法人山口大学入学料免除及び徴収猶予取扱規則の改正について 

９   国立大学法人山口大学授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除取扱規則の改正について 

＜ 報告資料 ＞

１   理学部の学科改組について

２   山口大学基金 寄附状況 


